
名簿更新前の確認事項① 
令和3年度 転入学等の通知の提出 

令和2年度名簿更新手続き完了後に転入学（園）により追加加入者があった場合、追加加入者（転入
時点で未加入であった者）に係る共済掛金の支払いは、令和3年度の名簿更新時に行うこととなります。
令和3年度の名簿更新に必要な書類一式を送付する際に、報告のあった令和2年度の追加加入者の人数
を記載した通知を同封しますので、確認の上、『名簿更新書』の該当箇所に人数を記入し、令和3年度
の加入者分とあわせて共済掛金をお支払いください。 

～お忘れではないですか？ 
『災害共済給付契約に係る児童生徒等の転入学等について』の提出～ 

名簿更新後に転入学（園）があった場合は、『災害共済給付契約に係る児童生徒等の転入学
等について』を作成の上、転入学のあった日の属する翌月の10 日までに報告することとされ
ています。 
報告された場合は、転入学等のあった日以降に発生した学校・保育所等の管理下の災害に

ついて給付対象となります。忘れずにご提出いただくようお願いします。 

学校安全Webから
様式ダウンロード
ができます。 
提出は速やかにお
願いします。 
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